仕様書（概要）

事業名
八王子市がん検診ホームページ作成業務委託

事業目的
市民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上、並びにがんの早期発見による医療費の適正化を目的として実施しているがん検診について、これまで紙媒体の検診ガイドを「広報はちおうじ」と併せて全戸に配布する方法により周知を行ってきたところ、情報提供の効率化及びデジタル化の推進を図る観点から、検診ガイドの全戸配布を廃止し、がん検診の周知を目的とした専用ホームページを新規に作成する。

委託期間
契約締結日の翌日から令和８年（2026年）３月31日（火）まで

委託上限額
2,200,000円（消費税及び地方消費税額を含む）

企画提案を求める事項
ホームページのデザイン・利便性・機能性
本業務において作成するホームページは、がん検診に対する関心を高め、受診行動を促すことを目的とし、視認性・操作性に優れ、親しみやすく信頼感のあるデザインとすること。特に、無関心層への訴求力を高めるため、柔らかい色調やイラスト使用し、スマートフォン等でも快適に閲覧できるレスポンシブ対応とすること。
なお。ホームページの構成は以下のとおりとする。
トップページ
八王子市におけるがん検診の概要、受診方法、受診期間等の情報を掲載するページ。
各がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮頸）の詳細ページ
各がん検診の検査内容、注意事項等の詳細情報を掲載するページ（各がん検診で1ページ）。
肝炎ウイルスの詳細ページ
肝炎ウイルス検診の検査内容等の詳細情報を掲載するページ。
医療機関検索ページ
検診受診希望者が、受診可能な検診の種類やアクセス等、希望の条件にあった医療機関を検索できるページ。
普及啓発ページ
がん検診全般に関する情報を掲載するページ。
※提案の際は、現在の検診ガイドを参考に、トップページのデザイン案を提出すること。
※CMS等の構築により、サイトのデザインに基づき、本市がコンテンツ作成・編集等を行うためのテンプレートを作成することも可とする。その場合においても提案の際は、トップページのデザイン案を提出すること。
医療機関検索機能
検診受診希望者にとってより利便性の高い検索機能（検索条件項目等）について提案すること。
アクセス解析機能
様々な周知物に本ホームページの二次元コード（URL）を掲載することが想定されるため、どのチャネルからアクセスされているか等の情報を収集・分析する機能について提案すること。
その他
本ホームページ公開後の内容の修正方法について提案すること。修正は本市職員において実施可能であることが望ましいが、実装可能な機能やデザインを踏まえて判断するものとする。なお、公開後は年６回程度の軽微な修正を予定している。
（１）～（３）以外で、受託業者のノウハウを活用した、がん検診に関する情報発信の手法について、提案すること。

委託事業の内容
「５　企画提案を求める事項」の内容に沿ってホームページを制作すること。ただし、ホームページに掲載する情報は、市より提供する。

留意事項
制作について
スマートフォン・タブレットなど、各種の端末に対応する構成・デザインであること。
制作に当たっては、市担当者と協議を行うこと。なお、画面デザインや画面構成等は、事前に市担当者へレビューを行い、承認を得ること。
閲覧者にとって分かり易く効果的なサイト構成とし、魅力的なデザイン（カラーリング、レイアウト）を制作し、多くの利用者が目的の情報を得ることができるよう、ユニバーサルデザインに配慮すること。
ユーザビリティ・アクセシビリティに配慮し、誰もが見やすく、分かり易い表現でページを制作し、サイト全体を構成すること。
市が制作したサイトであることを明確にすること。
本ホームページ公開後に、新規ページやコンテンツを追加・改修することを考慮した設計とすることとし、契約終了後、他の事業者等が作業を行う場合に著作権上の問題が生じないようにすること。
受託業者は、サービスを安定稼働させるために必要な保守対応を行うこと。保守に係る要件については、受託業者と市担当者で協議の上決定するものとする。
各ページの最下部で、SNS（X、LINE、Facebook）などへの外部リンク・共有ができること。

必要な機能
モダンブラウザ（Microsoft Edge、Safari、FireFox、Google Chrome）など、インターネットを通じ可能な限り多くのブラウザで正しく表示されること。
閲覧者のクライアントパソコンへの特殊なソフトウェアのインストールを行うことなく閲覧できること。
セキュリティ要件
システムへの不正な侵入、システムの停止や障害の発生を予防及び障害発生時の影響を最小限に食い止めるため、万全のセキュリティ対策を講じること。
サーバへのアクセスは、ファイアウォール等の不正侵入を検知する機能により不正なアクセスを防御すること。
運用関係
受託業者は、制作したホームページをインターネット上に公開するために、必要なレンタルサーバ等を調達し対応すること。インターネットデータセンターを利用したASP/SaaS方式とし、機器・ネットワーク回線等の維持管理等一切を受託事業者が行うことも認めるものとする。
SSLサーバ証明書を取得すること。
ホームページのドメイン名は、受託業者と市担当者で協議の上で決定すること。
成果品
事業実施報告書
ホームページの設計書（印刷物（２部）及び電子データ）
ホームページの全データを記載した電子媒体（ＣＤ－Ｒ）１部
業務完了検査
当該業務の契約期間満了後直ちに検査を受ける。

1 成果品の引き渡し
契約が終了する場合（契約解除により終了する場合を含む。）には、この業務の成果品（プログラム、ドキュメント、各種計画等の著作物を含む。）を市に引き渡すこと。

2 その他
（1） 受託業者は、業務の内容及び範囲について、市担当者と十分打合せを行い、業務の目的を達成すること。
（2） 関連する市内公共施設や団体の既存ホームページとの連携及び将来性を考慮し、市担当者とサーバ仕様、開発環境、データ授受など十分に打ち合わせて作成するものとする。
（3） 成果物等の著作権については、受託業者と市担当者で協議の上決定するものとする。
